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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２８年９月１日 

    運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航阻害  

発生日時 平成２８年５月１日 １０時２０分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市姫路港飾
しか

磨
ま

区南方沖 

 飾磨西防波堤東灯台から真方位１６９°１,９００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４４.７′ 東経１３４°３９.２′） 

インシデントの概要  旅客船しろやまは、北東進中、主機の遠隔操縦が困難となった。 

インシデント調査の経過  平成２８年５月１日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 しろやま、１１３トン 

 １４１０７６、高速いえしま株式会社（Ａ社） 

 ３２.９５ｍ×６.３０ｍ×２.６１ｍ、アルミニウム合金 

 ディーゼル機関２基、１,４７２kＷ（合計）、平成２１年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６２年１２月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１２月２２日 

  免状有効期間満了日 平成２９年１２月２０日 

機関長 男性 ５９歳 

 五級海技士（機関）（機関限定） 

  免 許 年 月 日 昭和５６年８月５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１１月８日 

  免状有効期間満了日 平成２８年１１月７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、無風、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか甲板員１人が乗り組み、旅客７１人を

乗せ、姫路市家島港を出港し、船長が操船して入港予定場所である姫

路港飾磨区の航路の南側出入口南西方約２.５海里を約１７ノットの

対地速力で北東進中、平成２８年５月１日１０時１５分ごろ両舷主機

の遠隔操縦装置の警報が鳴った。 
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機関室にいた機関長は、遠隔操縦装置等を点検したものの、不具合

箇所を発見できなかった。 

船長は、姫路港飾磨区の航路入口付近で、念のため速力を落とそう

と主機操縦レバーを下げたものの、速力が低下しなかったので、入港

を諦め、東方へ向けて航走していたところ、舵も使用できなくなっ

た。 

本船は、１０時２０分ごろ、船長が機関長へ主機を停止するよう指

示し、機関長が機側で主機を停止した。 

 本船は、船長が、旅客に本インシデントの状況を説明し、携帯電話

でＡ社に連絡してＡ社担当者が海上保安庁に本インシデントの発生を

通報した。  

 旅客は、付近を航行中の船舶（１隻）及び来援したＡ社が運航する

船舶（１隻）に全員が移乗して姫路港に向かい、けが人等はいなかっ

た。 

本船は、Ａ社が手配した船舶によって家島港に向けてえい
．．

航され

た。 

甲板員は、入港準備のために船首のウインチの作動確認をしようと

していたところ、同ウインチが作動しないので機関室の主配電盤を点

検した際、ＡＣ２２０Ｖ給電盤の充電器電源と表示されたブレーカ

（以下「本件ブレーカ」という。）のレバーが下がって「切」となっ

ていることに気付き、同レバーを上げて「入」とした。 

本船は、定係地に係留され、乗組員にけが等はなかった。 

本船は、定係地に係留後、整備業者等により点検が行われ、ＤＣ２

４Ｖバッテリの電圧が低下していたので、全て（８個）交換され、本

件ブレーカを「入」にして遠隔操縦装置等が正常に作動することが確

認された。 

（付図１ インシデント発生経過概略図、写真１ 本船の右舷側 参

照） 

 その他の事項  本船は、船橋甲板に操舵室、船体中央部の上甲板下に機関室がそれ

ぞれ設けられていた。 

操舵室は、船首側の右舷側に機関操縦レバー及び機関監視盤が、中

央部に操舵装置が、左舷側に航海計器類が設置されていた。 

機関室は、中央部の左右にそれぞれ主機が、船首側の左舷寄りに左

舷側から順にＤＣ２４Ｖ及びＡＣ１００Ｖの給電盤、ＡＣ２２０Ｖの

給電盤及び発電機盤で構成された主配電盤が、左右の舷側船首側にＤ

Ｃ１２Ｖのバッテリ４個（２列）が納められた収納箱各１個が、それ

ぞれ配置されていた。 

バッテリは、２個を直列につないでＤＣ２４Ｖとして使用されてい

た。 

バッテリは、各収納箱の船首側の２個が、主機始動用であり、主機
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付きのオルタネータにより充電され、主機始動モータにつながれ、ま

た、船尾側の２個が、機器の制御、監視等の船内電源（以下「制御電

源」という。）用であり、本件ブレーカを介した後のＡＣ２２０Ｖを

変圧し、整流器で整流したＤＣ２４Ｖにより充電され、制御電源に通

電されていた。 

本件ブレーカは、床から高さ約０.２５ｍのところにあり、入港後

も「入」とされていた。 

発電機は、本インシデント当時、通常に運転されていた。 

機関長は、ふだん、毎朝、主機等の始動時に、また、航海中、１時

間に１回程度、機関室を見回っており、本インシデント発生当日も機

関室を点検した際、本件ブレーカを含めて異常がないと思っていた。 

本船は、１日に約５～６時間、主機、発電機等を運転していた。 

 遠隔操縦装置の製造会社担当者は、本インシデント後に点検調査し

た際、本インシデント発生当時に本件ブレーカが「切」となっていた

ことを聞き、本件ブレーカが「切」となっていたので、制御電源用バ

ッテリが充電されない状態で制御電源が使用され、充電量が不足して

制御電源の電圧が低下し、遠隔操縦装置の作動が停止して主機の遠隔

操作が困難になったと思った。 

（写真２ 遠隔操縦装置、写真３ 主配電盤、写真４ 本件ブレー

カ、写真５ バッテリ収納箱 参照）  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、姫路港南方沖を北東進中、本件ブレーカが「切」となって

いたことから、制御電源用バッテリの充電量が不足し、同バッテリの

電圧が低下して遠隔操縦装置の作動が停止し、主機の遠隔操作が困難

となり、運航が阻害されたものと考えられる。 

本件ブレーカのレバーが下がって「切」となっていたことについて

は、その経緯を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、姫路港南方沖を北東進中、本件ブレー

カが「切」となっていたため、制御電源用バッテリの充電量が不足

し、同バッテリの電圧が低下して遠隔操縦装置の作動が停止し、主機

の遠隔操作が困難となったことにより発生したものと考えられる。 

参考  Ａ社は、本インシデント後、主機始動用のバッテリと制御電源用の

バッテリの間に切替えスイッチを取り付け、相互に併用できるように

した。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・制御電源用のブレーカスイッチの状態を定期的に確認すること。 
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・主機遠隔操縦装置の警報が鳴動した場合には、遠隔操作の作動確

認を行うこと。  
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付図１ インシデント発生経過概略図 
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